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歴史的資料の保存及び利用に関する規程 

平成三年二月二十二日 

教育委員会教育長訓令第四号 

  

 改

正 

平成 六年 九月三〇日教育委員会教

育長訓令第六号 

平成一三年 三月三〇日教育委員会教

育長訓令第七号 

 

   平成一四年 三月二九日教育委員会教

育長訓令第五号 

平成一六年一二月二八日教育委員会教

育長訓令第九号 

 

   平成二二年 三月三〇日教育委員会教

育長訓令第四号 

   

 

歴史的資料の保存及び利用に関する規程 

（趣旨） 

第一条 この訓令は、公文書その他の記録（以下「公文書等」という。）のうち郷土の歴史的資料と

して重要であると認められるものについて、その保存及び利用に関する基本的な事項を定めるもの

とする。 

（引継ぎ又は移管を受ける歴史的資料） 

第二条 埼玉県立文書館長（以下「文書館長」という。）は、次に掲げる公文書等のうち、別記に定

める歴史的資料の基準(以下「別記の基準」という。）に基づき、歴史的資料として重要であると認

められるものの引継ぎを受けるものとする。 

一 埼玉県教育局等文書管理規則（平成十三年埼玉県教育委員会規則第十号）第十条又は埼玉県立

学校文書管理規則（平成十三年埼玉県教育委員会規則第十一号）第十条の規定により廃棄を決定

した文書 

二 埼玉県教育局等公印規程（昭和四十六年埼玉県教育委員会教育長訓令第三号）第八条又は埼玉

県立学校文書管理・公印規程（平成十三年埼玉県教育委員会教育長訓令第六号）第四十三条の規

定により廃止した公印 

三 前二号に掲げるもののほか、教育局又は教育機関で保管している公文書等のうち、使用に供す

る予定のなくなったもの 

２ 文書館長は、知事、議会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、

内水面漁場管理委員会、公安委員会、公営企業管理者、病院事業管理者又は下水道事業管理者が公

文書にあっては廃棄を決定し、公印にあっては廃止し、その他の公文書等にあっては使用に供する

予定がなくなったと認めたもののうち、別記の基準に基づき、歴史的資料として重要であると認め

られるものの移管を受けることができる。 

（歴史的資料の整理及び保存） 

第三条 文書館長は、前条の規定により引継ぎ又は移管を受けた歴史的資料を適切に整理し、保存し

なければならない。 

（歴史的資料の利用） 

第四条 文書館長は、歴史的資料を引継ぎ又は移管した者と協議の上、学術、文化等の調査研究のた

めの資料として、利用に供することができる。 

（委任） 

第五条 この訓令に定めるもののほか、歴史的資料の保存及び利用に関し必要な事項は、文書館長が

定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この訓令は、平成三年三月一日から施行する。 

２ この訓令の施行の際、現に文書館長が保存している歴史資料については、この訓令の相当規定に

基づき文書館長が引継ぎ又は移管を受けた歴史資料とみなす。 

附 則（平成六年九月三十日教育委員会教育長訓令第六号） 

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。 

附 則（平成十三年三月三十日教育委員会教育長訓令第七号） 
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この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成十四年三月二十九日教育委員会教育長訓令第五号） 

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成十六年十二月二十八日教育委員会教育長訓令第九号） 

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年三月三十日教育委員会教育長訓令第四号） 

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

別記 

（第二条関係） 

 

 

 


